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第
4
回
定
例
会

で
も
防
災
関
連
に
つ
い
て
質

問
し
、
不
備
な
と
こ
ろ
は
新

年
度
ま
で
に
は
改
善
、
周
知

を
実
施
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、

そ
の
状
況
に
つ
い
て
質
問
す

る
。
ま
ず
、
編
成
組
織
に
つ

い
て
伺
う
。

編
成
組
織
に
つ

い
て
は
、
４
月

１
日
の
人
事
異
動
に
伴
う
修

正
案
の
作
成
は
完
成
し
て
お

り
、
本
年
７
月
に
開
催
予
定

の
町
防
災
会
議
に
提
案
す
る

予
定
。

　

一
方
、
町
の
業
務
継
続
計

画
に
お
い
て
は
、
平
成　

年
３０

度
の
人
事
異
動
に
伴
う
新
組

織
図
の
時
点
修
正
は
完
了
し 

て
お
り
、
第
１
非
常
配
備
か

ら
第
３
非
常
配
備
の
発
令
を

行
う
事
と
し
て
い
る
。

編
成
に
基
づ
く

各
班
の
任
務
の

周
知
に
つ
い
て
伺
う
。

各
班
の
災
害
応

急
対
策
任
務
は
、

町
業
務
継
続
計
画
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
班
ご
と
の
任
務
内

容
が
職
名
に
割
り
振
ら
れ
て

い
る
。
各
課
に
対
す
る
災
害

対
応
の
任
務
の
確
認
及
び
、

修
正
は
既
に
完
了
し
て
い
る

が
、
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応

す
る
た
め
に
、
任
務
を
常
に

理
解
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
、
課
長
級
の
研
修
を
実
施

し
て
、
各
課
長
が
課
職
員
に

任
務
の
理
解
を
深
め
て
い
く

研
修
を
実
施
し
、
災
害
に
備

え
て
い
く
。

平
日
、
休
日
に

お
け
る
災
害
時

に
呼
集
し
た
場
合
の
編
成
完

結
時
間
は
。

当
該
配
備
体
制

の
配
備
要
員
は

自
発
的
に
連
絡
を
取
り
、
参

集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

町
の
地
域
防
災
計
画
に
定
め

ら
れ
て
い
る
が
、
完
結
時
間

は
、
町
業
務
継
続
計
画
に
お

い
て
、
地
震
発
生
後
１
時
間

で　

人
、
３
時
間
後
で　

人
、

２６

３２

　

時
間
後
で
は　

人
、
３
日

１２

８８

後
で
は
１
２
３
人
、
１
ケ
月

後
で
は
１
５
６
人
が
各
課
の

配
置
職
員
と
想
定
し
て
い
る
。

町
内
会
全
体
に

地
区
防
災
計
画

の
策
定
計
画
を
１
月
を
目
処

に
依
頼
す
る
と
い
わ
れ
た
が
、

可
能
と
な
っ
た
の
か
。
ま
た
、

そ
の
計
画
に
沿
っ
て
教
育
さ

れ
た
の
か
伺
い
た
い
。

町
地
区
防
災
計

画
策
定
マ
ニ
ュ

ア
ル
倶
知
安
町
地
区
防
災
計

画
例
及
び
倶
知
安
町
自
主
防

災
組
織
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

各
班
は
、
平
成　

年
３
月
末

３０

に
完
成
し
、
各
町
内
会
に
策

定
を
依
頼
す
る
予
定
で
あ
っ

た
が
、
意
見
等
が
あ
り
、
現

在
内
容
を
見
直
し
て
い
る
と

こ
ろ
。
そ
の
作
業
に
当
た
っ

て
は
、
危
機
管
理
室
職
員
も

参
加
し
、
策
定
側
の
意
見
を

聞
き
、
内
容
の
見
直
し
や
策

定
支
援
を
広
報
等
で
検
討
し
、

７
月
中
を
目
処
に
そ
の
他
の

町
内
会
に
も
計
画
の
作
成
依

頼
を
し
て
い
く
。

防
災
無
線
の
拡

大
貸
与
や
、
他

の
伝
達
方
法
を
踏
ま
え
検
討

す
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
結
果
を
伺
う
。

現
在
、
町
防
災

行
政
無
線
と
連

動
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
に
情

報
提
供
が
可
能
と
な
る
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
導
入
を
検
討
し
て
い
る
。

防
災
無
線
の
残
り
の
台
数
が

ま
だ
あ
る
よ
う
な
の
で
、
早

急
に
要
望
を
取
り
ま
と
め
配

布
し
た
い
。

防
災
無
線
の
平

常
時
の
活
用
に

つ
い
て
、
町
の
行
事
等
の
お

知
ら
せ
等
に
活
用
で
き
な
い

か
伺
う
。

平
常
時
の
活
用

に
つ
い
て
は
、

内
部
で
検
討
し
、
対
応
し
て

い
き
た
い
。

防
災
資
機
材
、

物
品
等
の
保
管

場
所
に
つ
い
て
、
現
状
維
持

か
変
更
か
伺
う
。

現
在
の
備
蓄
場

所
は
、
主
に
、

食
糧
類
が
分
庁
舎
に
、
物
品

は
旧
東
陵
中
学
校
に
保
管
し

て
い
る
。
平
成　

年
度
の
新

３３

役
場
庁
舎
の
供
用
開
始
後
は

分
庁
舎
を
主
軸
と
し
た
防
災

物
品
の
保
管
場
所
と
し
て
予

定
し
て
い
る
。倶

知
安
町
の
避

難
所
、
避
難
場

所
に
つ
い
て
新
規
に
登
録
さ

れ
た
場
所
、
施
設
、
ま
た
は
、

取
り
消
し
の
場
所
等
に
つ
い

て
、
ま
た
、
避
難
場
所
の
目

的
不
能
箇
所
も
あ
る
た
め
管

理
体
制
の
見
直
し
が
必
要
と

な
る
。

み
な
み
保
育
所
、

倶
知
安
保
育
所

を
廃
止
、
新
規
に
は
、
倶
知

安
高
校
、
倶
知
安
農
業
高
校

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

現
状
、
避
難
所
は　

ケ
所
、

１４

避
難
場
所　

ケ
所
が
今
年
７

２３

月
に
開
催
さ
れ
る
町
防
災
会

議
に
お
い
て
正
式
に
指
定
さ

れ
る
予
定
。
避
難
場
所
が
目

的
を
達
せ
な
い
所
も
あ
り
、

避
難
場
所
の
管
理
体
制
に
つ

い
て
は
、
点
検
等
を
踏
ま
え
、

机
上
の
中
で
の
議
論
で
な
く
、

現
場
を
含
め
て
し
っ
か
り
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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業
務
継
続
計
画
の
精
査
検
討
と
訓
練
実
施
に
よ
り
、

　
　
　
　

非
常
時
優
先
業
務
の
充
実
に
努
め
て
い
く
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